
1 

 

令和８年度上峰町立小学校印刷機器使用業務 

公募型プロポーザル実施要項 

1 業務名 

令和８年度上峰町立小学校印刷機器使用業務 

 

２ 業務の目的 

上峰小学校（以下「学校」という。）のネットワークシステムを活用し、学校の印刷

機器の設置及び保守管理の一元化を行うことで、学校の印刷環境を改善と印刷業務の

効率化を図るとともに、印刷機器の高速化や学校規模に応じた適正配置、カラー印刷

の積極的な活用等により、学校教職員の働き方改革の推進と児童等に対する教育効果

の向上を図ることを目的とする。本実施要項は、広く企画提案を募り、企画提案に参

加した事業者から、最も適していると考えられる契約候補者を選定するために実施す

る公募型プロポーザルに関して必要な項目を定めたものである。 

 

３ 業務内容 

別紙「令和８年度上峰町立小学校印刷機器使用業務調達仕様書」（以下「調達仕様書」

という。）のとおり 

 

４ 契約期間 

（１） 導入期間 

   契約の日から、令和８年７月３１日までとする。 

（２） 運用期間 

令和８年８月１日から令和１３年７月３１日まで 

    （地方自治法第２３４条の３の規定に基づく長期継続契約） 

 （３） 料金方式  

    ア 契約期間を定額制（月額基本使用料金）により利用するサブスクリプシ

ョン型とする。 

イ 月額基本使用料金には、機器使用料、保守点検、修繕等の維持管理及びイ

ンク・トナー等の消耗品（用紙を除く。）の供給料金、使用可能枚数（用紙

サイズ、モノクロ・カラー、文書・写真等を問わず。）までの印刷物出力を

含むものとする。 

ウ 年間使用可能枚数を超過した場合は追加費用を支払うこととし、超過従

量料金は年１回での清算とすること。 

 （４） 履行場所 

     上峰小学校 上峰町大字坊所６５１ 

 

５ 提案上限額 

 月額 １３０，７００円（消費税及び地方消費税を含まない。） 
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６ 参加資格 

参加資格を有する者は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定

に該当しないこと。 

（２） 上峰町から指名停止等を現に受けていないこと。 

（３） 会社更生法 (平成１４年法律第１５４号)の規定に基づく更生手続開始の申

立て又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)の規定に基づく再生手続

開始の申立てがなされていないこと。 

（４） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 ３ 年法律第 ７７ 

号）に基づく暴力団又は暴力団員の統制下にある者でないこと。 

（５） 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされ 

ている者でないこと。 

（６） 佐賀県内に本店または支店等を有すること。 

７ スケジュール 

  契約候補者選定までのスケジュールは、次のとおりとする 

公募開始 令和８年５月１４日(木) 

質問書の提出期限 令和８年５月２５日(月)１７時 

質問書への回答 令和８年５月２７日(水) 

プロポーザル参加申込書提出期限 令和８年６月５日(金)１７時 

企画提案書等の提出期限 令和８年６月９日(火)１７時 

プレゼンテーション、審査会 令和８年６月１２日(金)午後 

選定結果の通知 令和８年６月１６日(火)まで 

 

８ 質問書の提出・回答に関する事項 

 （１）提出書類  

本プロポーザルに関して質問がある場合は、質問書【様式１】 に質問事項等

を記入し提出すること。  

（２）提出方法  

「１６ 担当連絡先」宛に、電子メールにて提出すること 。なお、送信時に  

電話にて到達確認を行うこと。  

（３）受付期限  

令和８年５月２５日（月）１７時まで （必着）  

（４）質問への回答  

各事業者から提出された質問事項をとりまとめ、事業者名を伏せて令和８年

５月２７日（水）までに、電子メールにより質問者全員へ回答する。 

 

９ 参加表明に関する事項  

（１）提出書類 以下の書類を各１部  

① プロポーザル参加申込書【様式２】  

② 誓約書【様式３】  
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（２）提出期限  

令和８年６月５日（金）１７時まで（郵送の場合は必着）  

（３）提出方法  

「１６担当連絡先」宛に、持参又は郵送  

（４）参加表明の受領通知  

参加表明書の受領後、参加表明書に記載の担当者宛てに電子メールにより 

通知する。 

 

１０ 審査資料に関する事項  

（１）提出書類  

① 会社概要【任意様式】  

会社概要はパンフレットでも可とする。  

② 企画提案書【任意様式】  

    ア 仕様書等の内容を踏まえ、別添「令和８年度上峰町立小学校印刷機器 

使用業務公募型プロポーザル評価基準」に記載された評価項目を網羅       

した提案内容とし評価項目に沿って記載すること。  

イ １参加者につき１提案とすること。  

ウ 企画提案書の様式は A4 判、横書き、文字サイズ１１ポイント以上で 

表紙を除いて２０ページ以内、両面印刷とすること。 

※A3 判の資料を挿入する場合は、片面印刷とし、A4 判２ページ分と 

カウントする。  

エ 製本し、インデックスを付け、簡易な A4 ファイルで提出すること。  

③ 見積書【任意様式】  

見積金額は、消費税額及び地方消費税を含まないものとする。  

④ 機能要件確認資料  

仕様書の機能要件を満たすことが確認できる資料を提出すること。  

（２）提出方法  

「１６ 担当連絡先」宛に、持参又は郵送  

（３）提出期限  

令和８年６月９日（火）１７時まで（郵送の場合は必着）  

（４）提出部数  

① 会社概要【任意様式】７部  

※設立年月日、代表者名、資本金、従業員数、業務内容等が分かる最新のもの  

② 企画提案書【任意様式】  

正本１部（代表者印押印）、副本６部（正本の写し。正本がカラー印刷を含む

場合は、副本もカラー印刷すること）  

③ 見積書【任意様式】７部  

④ 機能要件確認資料 ７部 

（５）その他  

① 提案等に要する費用は提案者の負担とする。  
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② 提出後において、記載された内容の追加及び変更は原則認めないものとする。  

③ 提出された企画提案書は、必要に応じて複製する場合がある。  

④ 提出された書類は、上峰町情報公開条例（平成１５年条例第１０号）に基づ

く情報公開請求があったときは、原則として公開する。ただし、同条例第 7

条各号に規定する非公開事由に該当する部分があると町が認めたときは、該

当部分を非公開とすることがある。  

⑤ 提出書類一式は原則返却しない。 

 

１１ 参加辞退  

参加表明後に辞退する場合は、令和８年６月１０日（水）１７時までに辞退届【様式

第４号】を直接持参により提出すること。 

 

１２ 委託業者の選定方法 

（１）選定方法  

  別添「評価基準書」に基づき、「令和８年度上峰町立小学校印刷機器使用業務 

審査委員会」にて審査を行い、評価の合計点が最上位であるものを契約候補者と

する。ただし、各審査委員の採点の合計が、全配点の合計値の６割以上であるこ

とを最低基準とし、最低基準を満たさない提案者は選定の対象としない。 

（２）審査  

  提出された「企画提案書」、「見積書」の内容から総合評価において最も優れてい

ると判断された事業者を本業務第一候補事業者として選定する。 

（３） 審査結果 

選定結果は、本企画提案に参加した全ての事業者に対して文書にて通知する。 

（４）提案者が１社の場合 

審査は実施するものとし、評価点の合計が満点の６割以上であれば、契約候補者

として決定する。 

 

１３ 資格喪失事項 

次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、失格又は無効とする。 

（１） 提案者が審査関係者に接触するなど、審査の公平性に影響を与える行為があ

った場合 

（２） 提出した書類等に虚偽の記載、その他本公告に違反する内容があった場合 

（３） 見積額が提案上限額を超える場合 

 

１４ 契約事項 

（１）契約までの手続き 

選定の結果、契約候補者となった者と契約締結の交渉を行う。 

当該交渉が不調となった場合は、次点の候補者と契約締結の交渉を行う。 

（２）契約書 

契約書、仕様書等の詳細な事項については、協議を行い定める。 
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１５ その他の留意事項  

（１）提出された書類は、当該審査以外の目的で提案者に無断で使用しない。  

（２）選定経過及び結果に関する質問及び異議申立て等は、一切受付けない。  

 

１６ 担当連絡先  

上峰町教育委員会 教育課 担当：針長 井手  

住所：〒849-0123 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所３１９番地４  

電話：0952-52-3908 FAX：0952-52-3888  

メール：kyouiku@town.kamimine.lg.jp 
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別紙 

 

令和８年度上峰町立小学校印刷機器使用業務 

公募型プロポーザル評価基準 
 

評価項目 評価内容 評価基準 配点 

実績 実績 
本業務と同等の実績を記述

すること。 

本業務と同等の実績の数が

多いほど高く評価する。 
5 点 

体制・行程 

全体体制 
保守及び運用等の体制を記

述すること。 

本業務に必要な保守及び運

用体制を有しているかを評

価する。 

15 点 

行程 
本業務に係る全体スケジュ

ールを記述すること。 

本業務の行程が具体的で、

かつ、実現性があると判断

されれば高く評価する。 

5 点 

機器構成や 

サービス内容 

機器構成 
機器の構成・仕様について記

述すること 

機器の性能が仕様書を満た

しており、かつ、仕様書に

示した内容より優れた機能

を有していれば高く評価す

る。 

20 点 

サービス内容 

機器の印刷サービスの概要、

本業務の実施体制、システム

導入後のサポート及び緊急

時の対応体制について記述

すること。また、超過料金が

発生しないように印刷枚数

の管理方法について記述す

ること。 

印刷サービスの内容が仕様

書を満たしており、かつ、

故障時に対し、学校事務に

支障を来さない支援内容が

提案されているか、サポー

ト窓口を設けているか等を

評価する。また、印刷枚数

の管理方法が明確でわかり

やすく、実現性があると判

断されれば高く評価する。 

20 点 

その他 その他 
その他の追加提案について

記述すること 

仕様書に示した内容以外

で、より良い事務環境につ

ながる提案となっているか

を評価する。 

20 点 

価格 価格提案 
配点×(提案者中最低価格／

自社の価格） 
― 15 点 

  合計 
 

100 点 


